
令和６年度予算編成方針 

１．令和４年度決算の状況について 

令和４年度一般会計決算額は、歳入総額約５２１億円、歳出総額約５０８億

円となり、前年度から引き続き新型コロナウイルス感染拡大に対応する事業や、

新クリーンセンター建設事業を実施したことなどから、令和３年度と比べると

歳入で約２１億円、歳出で約１７億円減少したものの、例年と比較すると規模

の大きな決算額となりました。歳入から歳出を差し引いた形式収支は約１３億

３千万円、形式収支から令和５年度へ繰り越す財源を差し引いた実質収支は約

１１億４千万円となり、前年度に比べ約３億４千万円の減少となりました。 

歳入では、所得割の課税標準額の増加などにより個人市民税が、また、売上

本数の増加により市たばこ税がそれぞれ増加したことなどから、市税が全体で

約３億５千万円の増加となりました。 

その他の歳入では、国庫支出金は令和３年度に実施された「子育て世帯への

臨時特別給付金給付事業」が大幅に減となったことなどにより約２８億円の減

額となったほか、地方交付税は普通交付税で約５億７千万円の増額となったも

のの、震災復興特別交付税が約２８億円の減額となったことなどにより合計で

２２億１千万円の減額、繰入金は新クリーンセンター建設事業の実施などに伴

い約９億４千万円の増額、市債は約１３億２千万円の増額となりました。 

歳出では、義務的経費である扶助費においては、「住民税非課税世帯等臨時特

別給付金給付事業」や「子育て世帯への臨時特別給付金給付事業」が、令和３

年度でほぼ完了したことなどから約１１億５千万円の減額となりました。普通

建設事業費は、新クリーンセンター建設事業の進捗などに伴い引き続き多額の

事業費となったものの、令和３年度との比較では約６億７千万円の減額となり

ました。 

これらの結果、財政の硬直化を示す指標である経常収支比率は９２．９％と

なり、前年度より４．７ポイント上昇しました。普通交付税の追加交付について

令和３年度には約８億９千万円であった一方、令和４年度には約３億円であった

ことなどがその要因となっていますが、いずれも特例的なものであり、健全な財

政運営を継続するためには、これまで以上に財源の確保に努めるとともに経常的

経費の削減が必要です。 
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２．本市の財政状況について 

・収支差額の状況（一般会計） 資料１（P.１１）

実質収支は、歳入・歳出の差引額（形式収支）から翌年度に繰り越すべき財

源を差し引いた額となり、令和４年度は約１１億４千万円となりました。令和 3

年度の約１４億８千万円と比較すると減少していますが、コロナ前と比較する

と高い水準となっています。なお、実質収支比率（標準財政規模に占める実質

収支の割合）は４．５％となっています（令和３年度は５．７％）。 

また、実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は約３億４千

万円のマイナスとなりました。 

単年度収支に財政調整基金の積立・取崩し等の影響を加味した「実質単年度

収支」は約６億１千万円のプラスとなりましたが、これは普通交付税の追加交

付等による収入が最終的に財政調整基金に積み立てられるなど、臨時的な影響

によるものです。 

・経常収支比率の状況  資料２（P.１２）

経常収支比率は、財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費や扶助

費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費（経常的経費）に充当され

た一般財源の額が、市税や普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される

一般財源（経常一般財源）等に占める割合であり、値が低いほど弾力性が高い

とされます。令和４年度は９２．９％となり、令和３年度の８８．２％と比較

すると増加していますが、これは令和３年度には新型コロナウイルス感染症な

どへの対応として、多額の普通交付税の追加交付があったことなどによるもの

であり、他の市町村でも同様の傾向となっています。 

・地方債残高の状況（一般会計）  資料３（P.１３）

令和４年度末の地方債残高は約３４２億４千万円となり、令和３年度末の約

３１６億３千万円と比較して約２６億１千万円増加しました。これは新クリー

ンセンター建設事業の財源として多額の借り入れを行ったことなどによるもの

です。 

令和４年度の地方債残高のうち、臨時財政対策債や減税補てん債等の特例的

な地方債の残高は約２１３億３千万円であり、地方債残高全体の約６２．３％

を占めています。 

なお、市では地方債残高の抑制に向けた財政規律として「臨時財政対策債な

どの特例債や大規模事業に係る事業債を除く、その他の通常債の市債発行額を、

その他の通常債に係る公債費以下にする」と定めていますが、令和４年度決算

では約２億５千万円の超過（未達成）となりました。 
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・健全化判断比率の状況  資料４（P.１４）

地方公共団体の財政状況を統一的な指標で明らかにし、財政の健全化や再生

が必要な場合に迅速な対応を取るため、財政健全化法では「実質赤字比率」、「連

結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」の４つの指標を定めて

います。 

令和４年度決算では、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」は、決算におい

て赤字ではないことから該当ありませんでした。 

「実質公債費比率」は、市が負担する地方債の返済額や、これに準ずる額（純

元利償還金）の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示すもので、令和４年度

決算（３か年平均）では２．０となり、令和３年度決算時の１．６よりも０．

４増加しました。 

「将来負担比率」は、出資法人等に係るものも含め、市の一般会計等が将来

負担すべき実質的な負債の程度を示すもので、令和４年度決算ではマイナスと

なりました。 

・基金残高の状況（一般会計）  資料５（P.１５）

年度間の財源不足の不均衡を調整するために積み立てる財政調整基金の令和

４年度末残高は約４２億２千万円となり、令和３年度末の約３２億７千万円か

ら９億５千万円増加しました。これは令和４年度において普通交付税の追加交

付があったことなどによるものです。一方で、令和５年度当初予算において約

９億８千万円の繰入を行っていることなどから、令和５年度９月補正後の年度

末残高は約３９億３千万円を見込んでいます。 
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３．中期的な財政の見通しについて 

令和５年６月に取りまとめた令和７年度までの中期財政計画では、政策的経

費充当可能一般財源（経常歳入と経常歳出の差額）は令和６年度に約１億４千

万円のプラス、令和７年度に約８千万円のマイナスを見込みました。 

また、政策的経費も含めた全体の収支では、各年４億円の財政調整基金を繰

り入れたとしてもなお、令和６年度に約７億３千万円、令和７年度に約１０億

６千万円の財源不足を見込みました。 
（単位：千円） 

区 分 
基準年度 計画１年度 計画２年度 計画３年度 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

経常歳入 ① 39,081,474 40,016,237 40,454,000 40,853,000 

経常歳出 ② 38,807,077 39,799,975 40,315,000 40,928,000 

経常収支 ①－② ③ 274,397 216,262 139,000 △ 75,000

実施計画等政策的経費 ④ 8,842,923 3,500,025 4,472,000 4,538,000 

政策的財源 ⑤ 8,568,526 3,283,763 3,605,000 3,555,000 

収支 ③－④＋⑤ ⑥ 0 0 △ 728,000 △1,058,000

４．令和６年度予算の収支見通しについて 

現時点で算出した、「令和６年度経常的経費の収支見通し」は、６、７ページ

の表のとおりとなっています。 

歳入のうち、市税では、個人市民税について一人あたりの所得の増加を見込

むことに加え、固定資産税は土地の評価替えによる増加、また市たばこ税につ

いては売上本数の増加傾向の継続を見込むことなどから、令和５年度当初予算

と比較して、市税全体では約１億３千万円の増額を見込んでいます。 

地方交付税は令和５年度の交付額や、国の地方財政収支の仮試算などを参考

に、約９千万円の増額を見込む一方、臨時財政対策債は、１億７千万円の減額

を見込んでいます。 

国庫支出金は、障害者自立支援費負担金や障害児通所給付費等負担金などの

増により、約１億５千万円の増額を見込み、県支出金は、国庫支出金と同様に

負担金などの増により、約９千万円の増額を見込みました。 

諸収入は、放射能対策弁償金は東京電力への請求額の減少などから、約９千

万円の減額を見込みました。 

これらにより経常的歳入全体では、令和５年度当初予算と比較して約３億２

千万円の増額となる見込みです。 
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歳出については、令和５年度当初予算と比較して、義務的経費のうち人件費

は、賞与支給割合の引き上げ等による一般職人件費や、勤勉手当の支給開始に

伴う会計年度任用職員人件費の増などにより、約４億４千万円の増額を見込み

ました。 

扶助費は、支給対象児童数の減少などによる児童手当の減額を見込む一方、

障害者自立支援給付費や児童通所支援給付費などが増となることから、約３億

７千万円の増額を見込みました。 

公債費は、過去借入分の償還完了に伴い償還元金が減となることなどから、

約１億５千万円の減額を見込みました。 

物件費は、４年に一度の小学校指導書等の購入や、小学校給食調理業務委託

料の増により、約２億３千万円の増額を見込みました。 

繰出金は、特別会計に対する繰出しの増などにより、約１億６千万円の増額

を見込みました。 

これらにより経常的歳出全体では、令和５年度当初予算と比較して約９億５

千万円の増額となる見込みです。 

したがって、経常的経費の収支見通しでは、現行どおりの経常的事業を実施

した場合、政策的事業に充当できる財源は、約３億９千万円の財源不足となっ

ています。 

また、今年６月に策定した中期財政計画で見込んだ政策的経費の要求見込み

額では、財政調整基金から４億円の繰入れを行っても、さらに一般財源で約８

億７千万円が必要とされており、すべてを実施するには、合計で約１２億６千

万円の財源不足となる見込みです。 

なお、財政調整基金の令和５年度末残高見込みは、９月補正予算後の時点で

約３９億３千万円と、昨年同時期から約２億１千万円の増加となっているもの

の、令和６年度に見込まれる財源不足に加え、令和７年度以降も、消防施設の

整備やクリーンセンターの旧焼却施設の除却、公共施設の老朽化対策など多額

の経費を要する事業が予定されており、基金残高の減少が見込まれています。 

このような財政状況の中長期的な見通しの把握に努め、基金の計画的な活用

はもとより、一層の財源確保と経常的経費の抜本的な見直しに、これまで以上

に取り組んでいく必要があります。 
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［令和６年度予算経常的経費の収支見通し］ 

(１) 経常的歳入 （千円） 

項  目 
令和５年度 

（当初予算） 
令和６年度 増減額 増減率（％） 

市税 17,294,138 17,425,000 130,862 0.76 

地方譲与税 299,620 303,000 3,380 1.13 

利子割交付金 9,000 9,000 0 0.00 

配当割交付金 137,000 137,000 0 0.00 

株式等譲渡所得割交付金 117,000 117,000 0 0.00 

法人事業税交付金 186,000 183,000 △3,000 △1.61

地方消費税交付金 3,087,000 3,087,000 0 0.00 

ゴルフ場利用税交付金 26,000 26,000 0 0.00 

環境性能割交付金 43,000 43,000 0 0.00 

地方特例交付金 120,000 114,000 △6,000 △5.00

地方交付税 5,435,000 5,658,000 223,000 4.10 

交通安全対策特別交付金 13,000 13,000 0 0.00 

分担金・負担金・使用料・手数料 986,963 982,000 △4,963 △0.50

国庫支出金 6,872,384 7,024,000 151,616 2.21 

県支出金 3,179,046 3,267,000 87,954 2.77 

財産収入・寄附金 55,451 46,000 △9,451 △17.04

繰入金 101,688 125,000 23,312 22.93 

繰越金 500,000 500,000 0 0.00 

諸収入 1,183,946 1,099,000 △84,946 △7.17

臨時財政対策債 370,000 200,000 △170,000 △45.95

その他市債 0 0 0 - 

自動車取得税交付金 1 0 △1 △100.00

合  計 40,016,237 40,358,000 341,763 0.85 
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(２)経常的歳出 （千円） 

項  目 
令和５年度 

（当初予算） 
令和６年度 増減額 増減率（％） 

人 件 費 8,797,280 9,235,000 437,720 4.98 

扶 助 費 12,091,200 12,465,000 373,800 3.09 

公 債 費 3,162,600 3,011,000 △151,600 △4.79

義 務 的 経 費 小 計 24,051,080 24,711,000 659,920 2.74 

物 件 費 7,925,358 8,151,000 225,642 2.85 

維 持 補 修 費 205,640 206,000 360 0.18 

補  助  費  等 2,174,262 2,171,000 △3,262 △0.15

積立金・貸付金・投資・出資
金等 

483,146 478,000 △5,146 △1.07

繰  出  金(経常分) 4,367,384 4,527,000 159,616 3.65 

普通建設事業費(経常分) 443,105 408,000 △35,105 △7.92

災害復旧事業費（経常分） 0 0 0 - 

予 備 費 150,000 100,000 △50,000 △33.33

合  計 39,799,975 40,752,000 952,025 2.39 

(３) 経常収支及び政策的経費充当可能一般財源 （千円） 

区  分 
令和５年度 

（当初予算） 
令和６年度 増減額 増減率（％） 

経常的歳入 ① 40,016,237 40,358,000 341,763 0.85 

経常的歳出 ② 39,799,975 40,752,000 952,025 2.39 

政策的経費充当可能一般財源 

①  - ②      ③ 
216,262 △ 394,000 △610,262 △282.19
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５．令和６年度予算編成方針 

＜予算編成の基本的な考え方＞ 

■ 経常予算の要求額を一般財源ベースで前年度と同水準に

 令和２年度以降の新型コロナウイルス感染症への対応として、国が地方に対

して特例的で手厚い財源措置を行ったこともあり、市の財政調整基金残高は

これまでよりも高い水準となっているものの、市税収入の伸び悩みや扶助費

の増加傾向など、コロナ以前と比べて市の基本的な財務体質は変わっていま

せん。

 一方で、光熱水費や原材料費の高騰をはじめとした昨今の物価高、最低賃金

の引き上げや制度改正などに伴う人件費の増加傾向など、市財政を取り巻く

環境は厳しさを増しています。

 また、新クリーンセンターの第１期整備に伴い借入を行った多額の地方債の

元金償還も令和８年度から本格的に始まります。

 これらを踏まえ、令和６年度の当初予算要求にあたっては、

「経常予算の要求額を、一般財源ベースで令和５年度と同水準とする」 

ことを原則とします。

■ 事業の取捨選択と業務改善の推進

 現段階では経常事業においてこれまでにない多額の収支不足が見込まれてお

り、抜本的な事業の見直しをしない限り、改善は見込めない状況です。

 このため、各担当で所管する経常事業について、事業効果の検証やコストの

動向などを確認し、知恵と工夫により、事業の取捨選択と一層の効率化を推

進します。

■ 様々な環境の変化に迅速に対応

 人口減少や高齢化のほか、公共施設の老朽化など諸課題への対応、国・県の

動向、経済情勢、社会環境や市民ニーズの変化に柔軟に対応するとともに、

業務の効率化や市民サービスの向上に積極的に取り組みます。

■ 物価上昇等の予算への反映

 原油価格や物価の高騰が続くなかで、年度当初に予算不足による入札不調が

生じることがないように予算要求後も引き続き物価動向等の把握に努めます。 
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■ 年間の財政需要の反映

 当初予算は通年予算とし、年間の所要額を的確に見積り、年度途中における

補正、予備費充用の必要がないよう、決算の推移、令和５年度当初予算と現

在までの執行状況を確認し、適正な金額で予算要求を行うものとします。

 補正予算及び予備費充用については、災害対応や国の補正予算、法律改正へ

の対応など、緊急性が高い事業のみに限定します。

■ 予算編成状況の公開と市民の意見の反映

 政策事業については、予算編成過程の透明性を確保し、市民への説明責任を

果たすため、その過程の公開とパブリックコメントを実施し、より多くの市

民の意見を予算に反映させます。

 予算編成全体の進捗状況や地方債の発行見込みなどについても、広報や市ホ

ームページなどにより、広く市民へお知らせします。

＜特に重点的な予算の配分を検討する分野＞ 

■ 公共施設の長寿命化の計画的な推進

 公共施設等総合管理計画や個別施設計画に位置付けた長寿命化改修等につい

て、計画的に実施します。

■ デジタル化の推進と総事業費の抑制

 デジタル技術を活用した市民サービスの向上・業務の効率化をすすめ、その

メリットを最大限活用しつつ、業務フローから根本的に見直し、総事業費の

抑制を図ります。 

■ 移住・定住につながる事業の推進

 まちの活力の根源となる人口の減少に歯止めをかけるため、戦略的なシティ

プロモーションの推進や、子育て世帯への支援をはじめとした、移住定住促

進施策に取り組みます。
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＜歳入について＞ 

○ 自主財源であり、歳入の根幹である市税は、税制改正による影響や徴収実績、

徴収率の推移等を踏まえつつ、今後の経済動向等を見通したうえで適切に見

込みます。

○ 国・県支出金については、既存の補助制度を改めて確認し、さらに有利な財

源措置も研究しつつ、積極的に活用します。また、制度改正等を適切に反映

するとともに、補助要件として示される計画策定などについて、全庁的に取

り組みます。

○ 地方債については、「財政規律（資料３（P.１３）参照）」を念頭に、事業内

容のほか、元利償還金に対する交付税措置や竣工後の維持管理費用等の将来

の財政負担にも配慮したうえで、借入事業の実施の可否を判断します。

上記のほか、返礼品の拡充によるふるさと納税寄附金の受け入れ拡大、公共

施設や市ホームページへの広告掲載による広告料の徴収など、歳入全般にわた

り一層の見直しを行い、財源確保に努めます。 

＜歳出について＞ 

○ 人件費については、定員管理計画に定める職員数の目標や、定員管理の手法

を前提とした上で、常勤職員（定年延長職員・フルタイム勤務暫定再任用職

員を含む）の業務内容と配置人員のバランスを最適化し、時間外勤務手当な

どを含めた総人件費の節減に努めます。

また、暫定再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員については、役割分担

に応じた必要な職員数を精査します。

○ 扶助費については、増加傾向の継続により財政全般に与える影響が大きいこ

とから、市単独事業（国の制度に基づかない事業）について、見直しを検討

します。

○ 補助金・負担金については、その必要性や効果を検証し、最低限の交付を原

則とします。

○ 需用費や役務費、委託料などについては、業務フローの改善など、知恵や工

夫により一層の歳出抑制に努めるものとします。

なお要求額は、見積額だけではなく、取引の実例価格なども参考の上、実態

を反映した金額を算定することとします。

以上の考え方に基づき、令和６年度の予算編成を行います。 
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■（参考）当市と近隣市の経常収支比率の推移

• 印西市は、平成22年3月23日に旧印旛村、本埜村と合併しました。

経常収支比率の状況
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資料３
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債等

臨時財政

対策債

（年度）

■地方債の借入残高と内訳の推移

地方債残高の状況

• 事業債の割合は年々減少していましたが、令和３年度以降の新クリーンセンター整

備事業の本格化などにより増加しました。

• 臨時財政対策債は、国が地方公共団体に交付する地方交付税の財源不足に対処する

ため、不足額の一部を一旦地方公共団体で借金をしてまかなっておくものです。

• 市では地方債残高の抑制に向けた財政規律として「臨時財政対策債などの特例債や

大規模事業に係る事業債を除く、その他の通常債の市債発行額を、その他の通常債

に係る公債費以下にする」と定めています

①その他通常債に係る市債発行額

市債発行総額 －（
臨時財政対策債等
大 規 模 事 業

に係る市債発行額 ）＜ 公 債 費 総 額
（一時借入金利子を除く）

－（
臨時財政対策債等
大 規 模 事 業

に係る公債費 ）

②その他通常債に係る公債費

■ 地方債残高抑制に向けた財政規律
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R3 R4

資料４

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

-

H29 H30 R元 R2

-
実 質 赤 字
比 率 - - - - - -- - - - - -

連 結 実 質
赤 字 比 率 - - - - - - - -

実質公債費
比 率 3.9 3.5 3.1 2.4 2.2 1.5

- - - - - -

1.6 2.0

将 来 負 担
比 率 21.0 6.8 3.7 - - - -

1.6 1.3 1.3 1.0 0.9 1.3

--- - - - -

健全化判断比率の状況

• 財政健全化法において、地方公共団体（都道府県、市町村及び特別区）の財政状況を

客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、4つ

の財政指標を「健全化判断比率」として定めています。

• 地方公共団体は、健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比

率、将来負担比率）のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、当該健全化判

断比率を公表した年度の末日までに、「財政健全化計画」を定めなければなりません。

また、再生判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率）のいずれ

かが財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公表した年度の末日まで

に、「財政再生計画」を定めなければなりません。

• 実質赤字比率は、地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」等に生じている

赤字の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。

• 市町村については、早期健全化基準は財政規模により「11.25％～15％」、財政再

生基準は「20％」が定められています。

• 連結実質赤字比率は、水道や下水道などの公営企業を含む「地方公共団体の全会

計」に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したものです。

• 市町村については、早期健全化基準は財政規模により「16.25％～20％」、財政再

生基準は「30％」が定められています。

• 実質公債費比率は、地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさ

を、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。

• 市町村については、早期健全化基準は「25％」、財政再生基準は「35％」が定め

られています。

• 将来負担比率は、地方公共団体の借入金（地方債）など現在抱えている負債の大

きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。

• 市町村については、早期健全化基準は「350％」とされています。なお、財政再

生基準は設けられていません。

■ 実質赤字比率

■ 連結実質赤字比率

■ 実質公債費比率

■ 将来負担比率
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資料５

• 基金は市の「貯金」であり、年度間の財源の不均衡を調整するための「財政調整基

金」、計画的な借金の返済に使う「減債基金」、大規模な建設事業など特定の目的

で使う「特定目的基金」の3種類があります。

• 財政調整基金は、災害等の予期せぬ支出等に備え、一定額以上は確保しなければな

りません。市では標準財政規模（令和５年度は約２５７億円）の１０％程度（約２

５億円程度）を確保していきたいと考えています。
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財政調整基金

減債基金

清掃工場建設基

金

文化施設整備基

金

公共施設整備基

金

社会福祉事業基

金

災害対策基金

その他

（年度）

■当市の基金残高の推移（一般会計）

基金残高の状況
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千円

■（参考）当市と近隣市の住民一人当たりの財政調整基金残高の推移

• 人口は、平成24年度までは各年度末（3月31日）、平成25年度以降は当該年

度の1月1日時点の住民基本台帳人口を基にしています。

• 印西市は、平成22年3月23日に旧印旛村、本埜村と合併しました。
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